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目的・趣旨 

民間団体等が国内に建立した戦没者慰霊碑であって、管理状況等が不良な慰霊

碑の移設等に係る経費の一部を補助することにより戦没者慰霊や住民の安全

確保に資することを目的とする。 

〔対象団体〕 

 市町村 

 

 

〔対象事業〕 

 国が定める「国内民間建立慰霊碑移設等事業実施要綱」に基づき、市町村が行う事業 

 

 

〔補助要件等〕 

国内にある慰霊碑で、建立者等が不明又はそれに準ずる状態であって管理状況が不良の 

慰霊碑を基本とする。 

 

 

〔対象経費〕 

（1）移設を行う際の、撤去費用、運搬費用等、移設に要した経費 

(2) 補修を行う際の、養生費用、材料費、重機借上費、消耗品費、塗装費用等、補修に 

要した経費 

(3) 埋設等を行う際の、撤去費用、埋設費用、処分費用等、埋設等に要した経費 

 

 

〔補助限度額等〕 

基準額：１基につき、2,000,000円 

 

 

〔経費負担割合〕 

区   分 国 県 市町村 その他 

国内民間建立慰霊碑移設等事業費補助金の 

直接事業 
1/2 － 1/2 － 

〔令和８年度当初予算額〕 

                － 千円 

〔令和８年度補助対象団体〕 

決定時期未定 

〔備考〕 

国からの直接補助 

 

 


